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標記のことについて、別紙のとおり文部科学省から通知がありましたので、お知らせいた

します。 



【周知依頼】新型コロナウイルスに関連した感染症対策について 

 

 

 

１．【事務連絡】新型コロナウイルス感染症対策のための臨時休業等に伴い学校に登校でき

ない生徒の学習指導について（周知）（各都道府県、高等専修学校向け） 

今後の感染状況によってはさらなる臨時休業の長期化も視野にいれる必要があること、

学校再開後においても、一部の児童生徒がやむを得ず学校に登校できない場合もあるこ

とを踏まえて、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校等における新型コロナウイル

ス感染症対策のための臨時休業等に伴い学校に登校できない児童生徒の学習指導の取扱

いについて、別添のとおり初等中等教育局長通知が発出されております。（別添ＰＤＦの

事務連絡に付されております。） 

ついては、各都道府県等におかれては所管の高等専修学校（専修学校高等課程）に対し

て、情報提供いただくようお願いします。 

以下に、事務連絡の参考資料として付しております初等中等教育局長通知の参考にな

ると考えられる箇所を記載いたしますので、御活用ください。 

 

１．【新型コロナウイルス感染症対策のための臨時休業等に伴い学校に登校できない児童

生徒に対する学習指導に関する基本的な考え方】（事務連絡の参考資料：通知Ｐ．２） 

２．【家庭学習について】 

（１）【家庭学習に関する基本的な考え方】（事務連絡の参考資料：Ｐ．５） 

（２）【学習評価への反映】（事務連絡の参考資料：Ｐ．６） 

４．【登校再開後の指導について】（事務連絡の参考資料：Ｐ．１０） 

 

 

 

２．（情報共有）新型コロナウイルス対策等を踏まえた地方公共団体におけるテレワークの

導入の推進について（通知）（各都道府県等、各学校向け） 

https://www.mext.go.jp/content/20200407-mxt_kouhou01-000004520_4.pdf 

新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成 24 年法律第 31 号）に基づく緊急事態宣

言がなされるとともに，「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策～国民の命と生活を守

り抜き，経済再生へ～」が閣議決定され，地方自治体によるテレワーク導入を促進するた

めの取組を強化することとされました。これを踏まえ，地方公共団体におけるテレワーク

の導入の推進について，総務省より別添のとおり通知が発出されておりますので，送付い

たします。 

https://www.mext.go.jp/content/20200407-mxt_kouhou01-000004520_4.pdf


各都道府県等におかれては、各専修学校・各種学校に参考情報として、上記リンクを周

知いただき、各専門学校・各種学校におかれては，テレワークの実施に当たっては，上記

リンクを参考にしていただき，必要に応じて首長部局と連携を図るなど，引き続き適切に

対応いただくようお願いいたします。 

 

 

３．（情報共有）新型コロナウイルス感染症に係る雇用維持等に対する配慮に関する要請に

ついて（各都道府県（私立）、各私立学校向け）＜別添【資料①】＞ 

事業継続や雇用維持のため、実質無利子・無担保の資金繰り支援策を民間金融機関に拡

大するとともに、特に厳しい状況にある中小・小規模事業者等に対する給付金制度の創設、

納税や社会保険料の支払い猶予等の措置を講じてまいります。また、雇用調整助成金の特

例措置もさらに拡充し、解雇等を行わない雇用を維持する企業に対して、正規、非正規に

関わらず、中小企業は 9/10、大企業でも 3/4 に引き上げるなどの助成率の上乗せや、雇

用保険被保険者でない労働者の休業の対象への追加、申請に係る負担の軽減などの追加

措置を実施します。 

私立専修学校・各種学校の所轄庁は、所轄する各私立の専修学校・各種学校に対して、

このことを周知いただき、各私立の専修学校・各種学校におかれましては、これらの施策

も活用いただくとともに、新型コロナウイルス感染症の世界的な拡大と緊急事態宣言と

いう前例のない状況下において、特に急激な事業変動の影響を受けやすい有期契約労働

者、パートタイム労働者及び派遣労働者並びに新卒の内定者の方々等の雇用の維持を図

るため、改めて、下記の事項につきまして、なお一層のご協力をお願い申し上げます。 

 

 

４．【事務連絡】新型コロナウイルス感染症のまん延防止のための出勤者の削減について 

（各都道府県等、各学校向け）＜別添【事務連絡】＞ 

令和２年４月７日付で、改正新型インフルエンザ等対策特別措置法第 32 条第１項の規

定に基づき緊急事態宣言が発出されました。 

同日に変更された新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針において、「接触機

会の低減に積極的に取り組めば、事態を収束に向かわせることが可能であり、以下の対策

を進めることにより、最低７割、極力８割程度の接触機会の低減を目指す」こととされて

います。 

ついては、各都道府県等におかれては、所管又は所轄の専修学校及び各種学校に対して

別添の【事務連絡】について周知をお願いします。 

また、各専修学校及び各種学校におかれては、別添１、別添２の事務連絡及び別添２に

添付された参考資料１の基本的対処方針、参考資料２の厚生労働省ホームページ等を参

考に、出勤者７割削減に向けた取組を実施していただくようお願いいたします。 
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文部科学省総合教育政策局生涯学習推進課 

 

 

各新型コロナウイルス感染症対策のための臨時休業等に伴い 

学校に登校できない生徒の学習指導について（周知） 

 

 

各設置者及び専修学校高等課程におかれては、新型コロナウイルス感染症対策のため、令和２年

３月 24 日付け元文科初第 1780 号文部科学事務次官通知「令和２年度における小学校、中学校、高

等学校及び特別支援学校等における教育活動の再開等について（通知）」において示した「Ⅰ．新型

コロナウイルス感染症に対応した学校再開ガイドライン」（以下「学校再開ガイドライン」という。）

及び「Ⅱ．新型コロナウイルス感染症に対応した臨時休業の実施に関するガイドライン」（令和２年

４月７日改訂。以下「臨時休業ガイドライン」という。）等を踏まえて、学校の再開又は臨時休業等

の措置を講じていただいているところと存じます。 

 この度、４月７日に新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成 24年法律第 31号）第 32 条の規

定に基づく「新型インフルエンザ等緊急事態宣言」が行われ、７都府県が対象地域に指定されたこ

と等も踏まえ、すでに新型コロナウイルス感染症対策のための臨時休業が延長されている学校も相

当数生じてきており、今後の感染状況によってはさらなる臨時休業の長期化も視野にいれる必要が

あること、学校再開後においても、一部の児童生徒がやむを得ず学校に登校できない場合もあるこ

とを踏まえて、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校等における新型コロナウイルス感染症

対策のための臨時休業等に伴い学校に登校できない児童生徒の学習指導の取扱いについて、別添の

とおり初等中等教育局長通知が発出されております。 

ついては、各都道府県及び各都道府県教育委員会の専修学校主管課におかれては、各専修学校高

等課程における学習指導の参考となるよう、所轄又は所管の専修学校高等課程に対して、厚生労働

省社会・援護局障害保健福祉部企画課におかれては所管の専修学校高等課程に対して、情報提供い

ただくようお願いします。 

 

 

（参考）文部科学省ホームページ「新型コロナウイルスに関連した感染症対策に関する対 

応について」 

https://www.mext.go.jp/a_menu/coronavirus/index.html 



 

 

                  ＜本件担当＞ 
文部科学省総合教育政策局生涯学習推進課 
専修学校教育振興室専修学校第一係 
直通：０３－６７３４－２９１５ 
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むを得ず学校に登校できない場合もあることを踏まえて、新型コロナウイルス感染症対策

のための臨時休業等に伴い学校に登校できない児童生徒の学習指導の取扱いについて、以

下のとおりまとめましたのでお知らせします。 

 各都道府県教育委員会におかれては、所管の学校及び域内の市区町村教育委員会に対し、

各指定都市教育委員会におかれては、所管の学校に対し、各都道府県知事及び小中高等学校

を設置する学校設置会社を所轄する構造改革特別区域法第 12条第１項の認定を受けた各地

方公共団体の長におかれては、所轄の学校及び学校法人等に対し、附属学校を置く各国公立

大学長におかれては、その管下の学校に対し、周知いただくようお願いします。 

 

 

記 

 

 

１．新型コロナウイルス感染症対策のための臨時休業等に伴い学校に登校でき

ない児童生徒に対する学習指導に関する基本的な考え方 

 

  学校教育は、教師から児童生徒への対面指導、児童生徒同士の関わり合い等を通じて行

われるものであり、臨時休業等が行われている場合であっても、その趣旨を踏まえて、感

染拡大防止に十分配慮しながら、教師が様々な工夫を行いつつ、児童生徒の学習を保障す

ることが重要である。 

  臨時休業期間中における児童生徒に対する学習指導については、児童生徒が自宅等に

いる状況であっても、規則正しい生活習慣を身に付け学習を継続するとともに、学校の再

開後も見据え、学校と児童生徒との関係を継続することができるよう、可能な限りの措置

をとることが必要である。また、その取扱いについて、保護者の十分な理解と協力を得る

ように努めることも重要である。このため、臨時休業ガイドラインに示すとおり、地域の

感染状況や学校、児童生徒の状況等も踏まえながら、家庭学習と、登校日の設定や家庭訪

問の実施、電話の活用等を通じた教師による学習指導や学習状況の把握の組合せにより、

児童生徒の学習を支援するための必要な措置を講じること。 

  また、学校再開後において、一部の児童生徒が新型コロナウイルス感染症対策のために

やむを得ず学校に登校できない場合についても、同様に、児童生徒が規則正しい生活習慣

を身に付け学習を継続するとともに、登校の再開後も見据え、学校と児童生徒との関係を

継続することができるよう、可能な限りの措置をとることが必要である。また、その取扱

いについて、保護者の十分な理解と協力を得るように努めることも重要である。このため、

臨時休業ガイドラインも参考に、地域の感染状況や学校、児童生徒の状況等も踏まえなが

ら、家庭学習と、家庭訪問の実施や電話の活用等を通じた教師による学習指導や学習状況

の把握の組合せにより、児童生徒の学習を支援するための必要な措置を講じること。 
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【参考】臨時休業ガイドライン（抜粋） 

２．学習指導に関すること 

臨時休業期間中に児童生徒が授業を十分に受けることができないことによって，学

習に著しい遅れが生じることのないよう，地域の感染状況や学校，児童生徒の状況等

も踏まえながら，次の（１）に示す ICT 等も活用した家庭学習と，（２）及び（３）に

示す教師による対面での学習指導や学習状況の把握の組合せにより，児童生徒の学習

を支援するための必要な措置を講じること。 

（１）家庭学習について 

臨時休業期間中に児童生徒が授業を十分に受けることができないことによって，

学習に著しい遅れが生じることのないよう，学校や児童生徒の実態等に応じ，可能

な限り，紙の教材やテレビ放送等を活用した学習，オンライン教材等を活用した学

習，同時双方向型のオンライン指導を通じた学習などの適切な家庭学習を課す等，

必要な措置を講じること。特に，臨時休業が長期にわたり，令和２年度の教育課程

の実施に支障が生じる場合には，主たる教材である教科書に基づく家庭学習を臨時

休業期間中に課すよう，工夫が求められること。 

その際，児童生徒の家庭学習が円滑に進むよう，学校及び児童生徒の実態等を踏

まえて，教科書と併用できる適切な教材を提供いただくことが重要であること。文

部科学省においても，児童生徒の円滑な家庭学習を支援する教材等を「子供の学び

応援サイト」に随時掲載しており，家庭学習を課す際に本サイトを活用いただくこ

とも考えられること。 

 

（２）登校日の設定について 

家庭学習を課すことに加えて，各学校が児童生徒の学習状況の確認や補習等の学

習指導を適切に行うとともに，生徒指導，児童生徒等の健康観察を適切に行う観点

から，児童生徒等や学校の実態に応じて登校日（授業日を含む。以下同じ。）を適切

に設定することも考えられること。その際には，例えば，児童生徒等を分散させて

登校させ，人が密集しない環境を確保する等，最大限の感染拡大防止のための措置

等を講じること。 

 

（３）その他の指導の工夫について 

また，登校日以外の日においても，児童生徒の学習状況の確認等のための家庭訪

問を行ったり，体調面にも配慮した上で特に配慮を要する児童生徒など一部の児童

生徒については登校させたりするなど，きめ細かな対応のための工夫を行うことも

考えられること。ただし，その際，教職員の勤務負担が過重とならないようにする

とともに，児童生徒及び教職員の健康管理についても十分に留意する必要があるこ

と。 
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  なお、児童生徒が学校に登校することができるようになった時点で、可能な限り、令和

２年度の教育課程内での補充のための授業や教育課程に位置付けない補習を実施するこ

と、家庭学習を適切に課すこと等の必要な措置を講じること。その際、例えば、時間割編

成の工夫、学校行事の精選、長期休業期間の短縮、土曜日に授業を行うこと等が考えられ

ること。なお、その場合においては、学校再開ガイドラインに示す以下の点にも留意する

こと。 

 

【参考】学校再開ガイドライン（抜粋） 

２．学習指導に関すること 

（２）補充のための授業等を行う場合の留意点 

補充のための授業等の必要な措置を講じる場合は，児童生徒の学習状況や教職員

の勤務状況を十分に考慮することが求められること。特に，以下の点について留意

していただきたいこと。 

・ 学期中に補充のための授業を実施するなど，令和２年度の教育課程内で必要な

措置を講じることのみを理由に標準授業時数を超えて授業時数を確保する必要

は必ずしもないこと。 

・ 各設置者等の判断で，長期休業期間を短縮したり土曜日に授業を行ったりする

ことは可能であるものの（学校教育法施行令（昭和 28年政令第 340 号）第 29 条，

学校教育法施行規則（昭和 22年文部省令第 11 号）第 61 条等），その際，児童生

徒の負担が過重とならないように配慮するとともに，各学校の指導体制に見合っ

た授業日数・授業時数となっているかなど，教職員の負担が過重とならないよう

に配慮すること。（また，週休日である土曜日に授業を行う場合には，教職員の

勤務日及び勤務時間について，各地方公共団体の条例等に則り，適切に振り替え

を行うことが必要となること。） 

・ 30 文科初第 1797 号平成 31年３月 29日付け文部科学省初等中等教育局長通知

「平成 30 年度公立小・中学校等における教育課程の編成・実施状況調査の結果

及び平成 31 年度以降の教育課程の編成・実施について」（各都道府県・指定都市

教育委員会教育長宛て）の趣旨・内容についても，引き続き踏まえること。 

なお，文部科学省から各教科書発行者に対して，各学校・設置者等が教科書を

十分に活用して補充のための授業等の必要な措置を講じることができるよう，各

学校・設置者等の検討に資する資料の作成について依頼しているので，必要に応

じて参照いただきたいこと。 
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２．家庭学習について 

 

 (1) 家庭学習に関する基本的な考え方 

   新型コロナウイルス感染症対策のための臨時休業等に伴い学校に登校できない児童

生徒に対しては、指導計画等を踏まえながら、主たる教材である教科書に基づく家庭学

習を課すことが求められること。したがって、入学式や始業式の中止・延期等により児

童生徒に新年度の教科書が給与できていない場合については遅滞なく給与すること。 

   加えて、児童生徒の発達の段階など学校及び児童生徒の実態等を踏まえ、教科書と併

用できる教材、動画等を活用した以下のような学習を組み合わせて行っていくことが

重要であること。 

 

＜家庭学習の内容の例＞ 

 ・教育委員会や学校作成のプリントを活用した学習 

 ・NHK E テレ等のテレビ放送を活用した学習 

   ※NHK E テレでは、本放送において児童生徒向けの番組を放送しているほか、令和２年５月

１日（予定）まで、マルチ編成のサブチャンネルにおいて、臨時休業中等の児童生徒向け

の番組を特別編成で放送している。 

 ・教育委員会や教科書発行者などの民間事業者等が提供する ICT 教材や動画を活

用した学習 

 ・文部科学省ホームページ「子供の学び応援サイト」1に掲載されている教材や動

画等を活用した学習 

 ・パソコンやタブレット端末等による個別学習が可能なシステムを活用した学習 

 ・一定のテーマについてインターネットを活用して調べまとめる学習 

 ・テレビ会議システム等を活用した教師による同時双方向型のオンライン指導を

通じた学習 

 

   その際、家庭学習で活用する教材等の児童生徒への提供については、オンラインのシ

ステムを通じた提供のほか、教育委員会や学校のホームページに掲載する、電子メール

や郵送等で配付する、保護者や児童生徒の登校日を設定してその際に配付するなどの

工夫が考えられること。 

   また、児童生徒の規則正しい生活及び学習習慣の維持、学習の流れの分かりやすい提

示等の観点から、例えば、一日の学習のタイムスケジュールや一週間の学習の見通しな

どを併せて示すことで、可能な限り計画性をもった家庭学習を促すこと。 

 

 

                                                   
1 https://www.mext.go.jp/a_menu/ikusei/gakusyushien/index_00001.htm 
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 (2) 学習評価への反映 

   新型コロナウイルス感染症対策のための臨時休業等に伴い学校に登校できない児童

生徒に対しては、指導計画等を踏まえながら家庭学習を課し、教師がその学習状況や成

果を確認し、学校における学習評価に反映することができること。 

家庭学習の学習状況及び成果の把握に当たっては、例えば以下のような方法が考え

られるところであり、児童生徒の発達の段階や活用する教材等を踏まえて、これらを適

切に組み合わせて行うこと。 

 

＜学習状況及び成果の把握の方法の例＞ 

    ・ワークブックや書き込み式のプリントの活用 

    ・レポートの作成及びそれに対する教師のフィードバック 

    ・ノートへの学びの振り返りの記録 

    ・登校日における学習状況確認のための小テストの実施 

 

   教師による確認については、電子メールやＦＡＸ等を通じた提出、パソコンやタブレ

ット端末等による個別学習が可能なシステムによる学習履歴の確認、テレビ会議シス

テム等を活用したオンラインでの確認、登校日や学校に登校できるようになった後に

おける対面での学習状況の確認等を通じて行うことが考えられること。 

 

 (3) 家庭学習における ICT の活用に関する留意事項について 

   既に ICT 端末や通信環境の整備が進んでいる地域、学校等においては、児童生徒の発

達の段階など学校及び児童生徒の実態等を踏まえつつ、家庭においても積極的に ICT を

活用することが求められる。家庭学習における ICT の活用については、以下に示す留意

事項に留意すること。 

 

   ＜留意事項＞ 

    ① ICT を活用した家庭学習を課すに当たっては、各家庭における端末の保持や通

信環境の状況について十分配慮することが重要であり、各学校で可能な限りそ

の状況を把握することが望ましいこと。例えば、家庭が保有するスマートフォン

やパソコン、タブレット端末等の利用も考えられる。家庭の通信環境に十分配慮

しオンライン教材の動画、画像、文字の適切な配分を行い容量の低減を図る、必

要な家庭には可能な範囲で学校の端末の貸出を検討するなど、各自治体や学校

の状況に応じた取組を工夫いただきたいこと。また、各家庭において ICT 端末や

通信環境の活用が困難な場合は、家庭学習用のプリント等を配布するなどの代

替措置を行うこと。 

    ② ICT を活用した家庭学習を課すに当たっては、個人情報や著作権の保護、有害
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情報へのアクセス防止など、当該児童生徒に対して必要な指導を行うとともに、

その活用状況について可能な範囲で把握を行うこと。その際、ICT の活用につい

て保護者にも十分な説明を行うとともに、活用状況の把握について必要な協力

を求めること。2 

 

  

                                                   
2 参考サイト：文部科学省ホームページ「情報モラル教育の充実」

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyouhou/detail/1369617.htm 
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３．新型コロナウイルス感染症対策のための臨時休業等に伴い学校に登校でき

ない児童生徒の指導要録上の出欠の扱い等について 

 

  新型コロナウイルス感染症対策のための臨時休業等に伴い、やむを得ず学校に登校で

きない児童生徒について、指導要録上の出欠の扱いは以下のとおりとなり、登校できなか

った日数を「欠席日数」としては記録しないこととされていること。 

 

 (1) 学校が臨時休業中である児童生徒 

   学校保健安全法（昭和 33 年法律第 56号）第 20条の規定に基づく臨時休業を行った

場合には、指導要録上の「授業日数」には含めないものとして扱い、「欠席日数」とし

ては記録しないこと。 

 

 (2) 学校の再開後においてやむを得ず学校に登校できない児童生徒 

   学校再開ガイドライン及び令和２年４月６日付け初等中等教育局健康教育・食育課

事務連絡「新型コロナウイルス感染症に対応した小学校，中学校，高等学校及び特別支

援学校等における教育活動の再開等に関するＱ＆Ａの送付について（４月６日時点）」

（以下「Ｑ＆Ａ」という。）において示しているとおり、新型コロナウイルス感染症に

ついては現時点で未だ解明されていない点も多いなどの特性に鑑み、次の①から④ま

でに示す場合においては、指導要録上「出席停止・忌引等の日数」として扱い、「欠席

日数」としては記録しないこと。 

   ① 児童生徒の感染が判明した場合又は児童生徒が感染者の濃厚接触者に特定され

た場合 

   ② 児童生徒に発熱等の風邪の症状がみられる場合 

   ③ 医療的ケアが日常的に必要な児童生徒や基礎疾患等のある児童生徒について、

事務次官通知に示す内容に従い、登校すべきでないと判断された場合 

   ④ Ｑ＆Ａに示すとおり、校長が「非常変災等児童生徒又は保護者の責任に帰すこと

ができない事由で欠席した場合などで、校長が出席しなくてもよいと認めた日数」

として認めた場合 

 

【参考】学校再開ガイドライン（抜粋） 

１．保健管理等に関すること 

（２）出席停止等の扱いについて 

児童生徒等の感染が判明した場合又は児童生徒等が感染者の濃厚接触者に特定

された場合には，各学校において，当該児童生徒等に対し，学校保健安全法（昭和

33 年法律第 56 号）第 19 条に基づく出席停止の措置を取ること。なお，後者の場

合において，出席停止の措置をとる場合の出席停止の期間の基準は，感染者と最後
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に濃厚接触をした日から起算して２週間とする。 

また，児童生徒等に発熱等の風邪の症状がみられるときは，自宅で休養するよう

指導すること。この場合の出欠の扱いについては，「学校保健安全法第 19 条による

出席停止」又は「非常変災等児童生徒又は保護者の責任に帰すことができない事由

で欠席した場合などで，校長が出席しなくてもよいと認めた日」として扱うことが

できる。 

これらの場合，指導要録上も「欠席日数」とはせずに，「出席停止・忌引等の日

数」として記録を行うようにされたい。 

なお，医療的ケアが日常的に必要な児童生徒等や基礎疾患等のある児童生徒等が

感染予防のために欠席する場合の取扱いに関しては，「（３）医療的ケアが日常的に

必要な児童生徒等や基礎疾患等のある児童生徒等について」を参照されたい。 

学校保健安全法第 19 条による出席停止の指示等を行った場合においては，当該

児童生徒が授業を十分に受けることができないことによって，学習に著しい遅れが

生じることのないよう，「２．学習指導に関すること」に記載の必要な措置を講じ

ること等にも配慮すること。 

 

（３）医療的ケアが日常的に必要な児童生徒等や基礎疾患等のある児童生徒等について 

①登校の判断 

医療的ケアを必要とする児童生徒等（以下，「医療的ケア児」という。）の状態は

様々であるが，医療的ケア児の中には，呼吸の障害を持ち，気管切開や人工呼吸器

を使用する者も多く，重症化リスクが高いことから，医療的ケア児が在籍する学校

においては，地域の感染状況を踏まえ，主治医や学校医・医療的ケア指導医に相談

の上，医療的ケア児の状態等に基づき個別に登校の判断をすること。 

また，基礎疾患等があることにより重症化するリスクが高い児童生徒等注（以下，

「基礎疾患児」という。）についても，地域の感染状況を踏まえ，主治医や学校医に

相談の上，登校の判断をすること。 
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４．登校再開後の指導について 

 

  新型コロナウイルス感染症対策のための臨時休業等に伴い、やむを得ず学校に登校で

きない児童生徒に対しては、児童生徒が学校に登校することができるようになった時点

で、可能な限り、令和２年度の教育課程内での補充のための授業や教育課程に位置付けな

い補習を実施すること、家庭学習を適切に課すこと等の必要な措置を講じること。その際、

例えば、時間割編成の工夫、学校行事の精選、長期休業期間の短縮、土曜日に授業を行う

こと等が考えられること。なお、その場合においては、学校再開ガイドラインに示す以下

の点にも留意すること。 

 

【参考】学校再開ガイドライン（抜粋） 

２．学習指導に関すること 

（２）補充のための授業等を行う場合の留意点 

補充のための授業等の必要な措置を講じる場合は，児童生徒の学習状況や教職員

の勤務状況を十分に考慮することが求められること。特に，以下の点について留意

していただきたいこと。 

・ 学期中に補充のための授業を実施するなど，令和２年度の教育課程内で必要な

措置を講じることのみを理由に標準授業時数を超えて授業時数を確保する必要

は必ずしもないこと。 

・ 各設置者等の判断で，長期休業期間を短縮したり土曜日に授業を行ったりする

ことは可能であるものの（学校教育法施行令（昭和 28年政令第 340 号）第 29 条，

学校教育法施行規則（昭和 22年文部省令第 11 号）第 61 条等），その際，児童生

徒の負担が過重とならないように配慮するとともに，各学校の指導体制に見合っ

た授業日数・授業時数となっているかなど，教職員の負担が過重とならないよう

に配慮すること。（また，週休日である土曜日に授業を行う場合には，教職員の

勤務日及び勤務時間について，各地方公共団体の条例等に則り，適切に振り替え

を行うことが必要となること。） 

・ 30 文科初第 1797 号平成 31年３月 29日付け文部科学省初等中等教育局長通知

「平成 30 年度公立小・中学校等における教育課程の編成・実施状況調査の結果

及び平成 31 年度以降の教育課程の編成・実施について」（各都道府県・指定都市

教育委員会教育長宛て）の趣旨・内容についても，引き続き踏まえること。 

なお，文部科学省から各教科書発行者に対して，各学校・設置者等が教科書を

十分に活用して補充のための授業等の必要な措置を講じることができるよう，各

学校・設置者等の検討に資する資料の作成について依頼しているので，必要に応

じて参照いただきたいこと。 
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  また、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、休業が長期化し教育課程の実施に

支障が生じる事態に備えるための特例的な措置として、３．の対象となるやむを得ず学校

に登校できない児童生徒に対し、学校が課した家庭学習が以下の要件を満たしており、児

童生徒の学習状況及び成果を確認した結果、十分な学習内容の定着が見られ、再度指導す

る必要がないものと学校長が判断したときには、学校の再開後等に、当該内容を再度学校

における対面指導で取り扱わないこととすることができること。 

 

   ＜要件＞ 

    ① 教科等の指導計画に照らして適切に位置付くものであること。 

    ② 教師が当該家庭学習における児童生徒の学習状況及び成果を適切に把握する

ことが可能であること。 

 

  この場合、学級全体の学習状況及び成果に鑑み再度授業において取り扱わないことと

する場合であって、一部の児童生徒への学習の定着が不十分である場合には、別途、個別

に補習を実施する、追加の家庭学習を適切に課すなどの必要な措置を講じること。 

  なお、新型コロナウイルス感染症対策のための臨時休業により、学校教育法施行規則に

定める標準授業時数を踏まえて編成した教育課程の授業時数を下回った場合には、その

ことのみをもって学校教育法施行規則に反するものとはされないこと。 
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５．各学年の課程の修了及び卒業の認定等について 

 

  新型コロナウイルス感染症対策のための臨時休業等に伴い、やむを得ず学校に登校で

きない状況にあった児童生徒について、各学年の課程の修了又は卒業の認定等に当たっ

ては、弾力的に対処し、その進級、進学等に不利益が生じないよう配慮すること。 

  なお、高等学校においては、同時双方向型の遠隔授業の方法により授業を履修すること

ができ、当該方法により修得する単位数は 36 単位を超えないものとする制度があるが、

新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、休業が長期化し教育課程の実施に支障が

生じる事態に備えるための特例的な措置として、４．に基づき、３．の対象となる新型コ

ロナウイルス感染症対策のための臨時休業等に伴いやむを得ず学校に登校できない生徒

が同時双方向型のオンライン指導を通じた家庭学習を行い、学校の再開後等に当該内容

を再度学校における対面指導で取り扱わないこととした場合については、上記制度に依

らずに実施するものであることから、上記の単位数の算定に当たって考慮する必要はな

いこと。 

 

 

 

【本件担当】 

（下記以外に関すること） 

 文部科学省初等中等教育局教育課程課 

  ＴＥＬ：０３－５２５３－４１１１（内線２３６７） 

（２．(3)に関すること） 

 文部科学省初等中等教育局情報教育・外国語教育課 

  ＴＥＬ：０３－５２５３－４１１１（内線３２６３） 

（３．(1)及び(2)のうち感染のおそれの判断に関すること） 

 文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課 

  ＴＥＬ：０３－５２５３－４１１１（内線２９１８） 

（５．のうち高等学校の遠隔授業に関すること） 

 文部科学省初等中等教育局参事官（高等学校担当） 

  ＴＥＬ：０３－５２５３－４１１１（内線３７０５） 

 



     厚 生 労 働 省 文 書 番 号 

総 務 省 文 書 番 号 

法 務 省 文 書 番 号 

文 部 科 学 省 文 書 番 号 

令 和 ２ 年 ４ 月 １ ３ 日 

 

関係事業者団体代表者 殿 

 

 

 

 

厚 生 労 働 大 臣         

 

 

 

 

総 務 大 臣         

 

 

 

 

法 務 大 臣         

 

 

 

 

文 部 科 学 大 臣         

 

 

  



 

 

新型コロナウイルス感染症に係る雇用維持等に対する配慮に関する要請について 

 

 

 新型コロナウイルス感染症の影響により、人や物の動きが停滞し、事業活動を縮小せ

ざるを得ない事業者が生じており、経済全般にわたって甚大な影響をもたらしていると

ころです。 

 また、４月７日には新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく新型インフルエン

ザ等緊急事態宣言が発出され、今後、更なる経済へ影響がもたらされることも懸念され

ます。 

 こうした状況等を踏まえ、政府としては、過去にない規模となるＧＤＰの２割に当た

る事業規模１０８兆円の経済対策を講じてまいります。特に、事業継続や雇用維持のた

め、実質無利子・無担保の資金繰り支援策を民間金融機関に拡大するとともに、特に厳

しい状況にある中小・小規模事業者等に対する給付金制度の創設、納税や社会保険料の

支払い猶予等の措置を講じてまいります。また、雇用調整助成金の特例措置もさらに拡

充し、解雇等を行わない雇用を維持する企業に対して、正規、非正規に関わらず、中小

企業は 9/10、大企業でも 3/4 に引き上げるなどの助成率の上乗せや、雇用保険被保険

者でない労働者の休業の対象への追加、申請に係る負担の軽減などの追加措置を実施し

ます。 

 貴団体におかれましては、これらの施策も活用いただくとともに、新型コロナウイル

ス感染症の世界的な拡大と緊急事態宣言という前例のない状況下において、特に急激な

事業変動の影響を受けやすい有期契約労働者、パートタイム労働者及び派遣労働者並び

に新卒の内定者の方々等の雇用の維持を図るため、改めて、下記の事項につきまして、

なお一層のご協力をお願い申し上げます。 

 

 

 

 

記 

 

一 事業継続に向けた資金繰り支援を活用していただくとともに、雇用調整助成金の特

例措置等を活用していただき、従業員の雇用維持に努めていただくようお願いいた

します。また、教育訓練を行った場合には雇用調整助成金の助成額が加算されます

ので、新入社員については教育訓練の機会を設けるなど将来の戦力として雇用を維

持していただくようお願いいたします。 



 

二 職を失った方の再就職を促進するためにも求人を積極的に提出していただくなど、

職を失った方の雇入れについて特段のご配慮をお願いいたします。また、新卒者につ

いては、中長期的な視点に立って採用を進めていただくようお願いいたします。 

 

三 2019 年度卒業者等のうち入職時期の繰下げをしていた内定者については、できる

だけ早期の入職日を確定させるなど、特段のご配慮をいただくとともに、対象となっ

た方からの補償等の要求には誠意を持ったご対応をお願いいたします。 

 

四 2020 年度卒業予定者等が十分な就職活動を行えるよう、多様な通信手段を活用し

た説明会や面接・試験等、柔軟な日程の設定などによる一層の募集機会の提供を行う

など最大限柔軟な対応を行うようお願いいたします。 

 

五 障害者の方など課題を抱える方の雇用の安定に向け、特段の配慮をお願い申し上げ

ます。また、外国人労働者についても、日本人と同様の配慮をお願いいたします。 

 

六 有期契約労働者、パートタイム労働者及び派遣労働者の方々等の雇用の安定等を図

るため、解雇、雇止めや安易な労働者派遣契約の解除等はお控えいただくなど特段の

配慮をお願いいたします。やむを得ず解雇、雇止め等をしようとする場合でも、労働

者の生活の激変を緩和し求職活動への支障が生じないよう、社員寮等に入居してい

る労働者が離職後も引き続き一定期間入居できるよう、できる限りの配慮に努めて

頂くようお願いいたします。 

 

七 新型コロナウイルス感染症の拡大を防ぐため、有期契約労働者、パートタイム労働

者及び派遣労働者の方々を含め、有給の特別休暇制度を設けるなど労働者が休みやす

い環境の整備、テレワークや時差通勤の積極的な活用の促進、従業員の感染の予防に

むけた取組等を行っていただきますようお願いいたします。その際、妊娠中の女性労

働者や、高齢者、基礎疾患（糖尿病、心不全、呼吸器疾患など）を有する方々に十分

な配慮をしていただくようお願いいたします。また、小学校等が臨時休業となる場合

等もありますので、子どもの世話が必要な労働者が休みやすい環境の整備をお願いい

たします。 

 

 

以上 
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（事業主の方へ）

厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ
雇用調整助成金の特例を拡充します

LL020410企01

雇用調整助成金とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者

に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業

手当、賃金等の一部を助成するものです。

新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主を対象とします。

【特例の対象となる事業主】

厚生労働省HP
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令和２年４月１日から令和２年６月30日まで（緊急対応期間）の休業等に適用されます。

助成内容のポイント 中小企業 大企業

①休業を実施した場合の休業手当または教育訓練を実施した場合の
賃金相当額の助成（※１，２）

助成率

新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主 ４／５ ２／３

新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主で、かつ、
解雇等をしていないなど上乗せの要件（※３、４）を満たす事業主

９／１０ ３／４

②教育訓練を実施したときの加算 加算額

教育訓練が必要な被保険者の方に、
教育訓練（⾃宅でインターネット等を⽤いた教育訓練含む）を実施※５

２，４００円 １，８００円

③支給限度日数 限度日数

通常時 １年間で１００日

緊急対応期間 上記限度日数とは別枠で利用可能

④雇用保険被保険者でない方 助成率

雇用保険被保険者でない方を休業させる場合 上記①の助成率と同じ

※１ 対象労働者１人１日当たり ８，３３０円が上限です。（令和２年３月１日現在）

※２ 助成額は、前年度の雇用保険の保険料の算定基礎となる賃金総額等から算定される平均賃金額に
休業手当支払率（休業の場合は60％以上、教育訓練の場合は100％）を掛け、1日当たりの助成額単価を求めます。

※３ P２の【助成内容と対象の拡充をします】の②を参照ください。

※４ 出向は当該助成率は適用されません。

※５ 雇用保険被保険者のみが対象となります。
※ 風俗営業等関係事業主への支給も可能とします。

～雇用調整助成金を活用して従業員の雇用維持に努めて下さい。～



（事業主の方へ）

【助成内容や対象を大幅に拡充します】

① 休業又は教育訓練を実施した場合の助成率を引き上げます

【中小企業：２/３から４/５へ】【大企業：１/２から２/３へ】

② 以下の要件を満たし、解雇等しなかった事業主に助成率の上乗せをします

【中小企業：４/５から９/10へ】【大企業：２/３から３/４へ】

ア １月24日から賃金締切期間（判定基礎期間）の末日までの間に事業所労働者の解雇等

（解雇と見なされる有期契約労働者の雇止め、派遣労働者の事業主都合による中途契

約解除等を含む。）をしていないこと

イ 賃金締切期間（判定基礎期間）の末日における事業所労働者数が、比較期間（１月24日

から判定基礎期間の末日まで）の月平均事業所労働者数と比して４／５以上であること

③ 教育訓練を実施した場合の加算額の引き上げをします

教育訓練が必要な被保険者の方について、自宅でインターネット等を用いた教育訓練も

できるようになり、加算額の引き上げを行います。【中小企業：2,400円】【大企業：1,800円】

※助成対象となる教育訓練となるか不明な場合には実施前に管轄の労働局等に

お問い合わせください。

④ 新規学卒採用者等も対象としています
新規学卒採用者など、雇用保険被保険者として継続して雇用された期間が６か月未満の
労働者についても助成対象としています。
（※本特例は、休業等の初日が令和２年１月24日以降の休業等に適用されています。）

⑤ 支給限度日数に関わらず活用できます
「緊急対応期間」に実施した休業は、１年間に100日の支給限度日数とは別枠で利用
できます。

⑥ 雇用保険被保険者でない労働者も休業の対象とします

事業主と雇用関係にある週20時間未満の労働者（パート、アルバイト（学生も含む）等）など

が対象となります。

令和２年４月１日から令和２年６月30日まで（緊急対応期間）の休業等に適用
されます。
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【受給のための要件の更なる緩和をします】

① 生産指標の要件を緩和します
ア 生産指標の確認は提出があった月の前月と対前年同月比で10％の減少が必要でした
が、対象期間の初日が緊急対応期間である令和２年４月１日から令和２年６月30日まで
の間は、これを５％減少とします。

イ 生産指標の確認期間を３か月から１か月に短縮しています。
（※生産指標の確認は提出があった月の前月と対前年同月比で確認します。）

② 最近３か月の雇用量が対前年比で増加していても助成対象としています

③ 雇用調整助成金の連続使用を不可とする要件（クーリング期間）を撤廃しています
過去に雇用調整助成金を受給したことがある事業主について、 前回の支給対象期間の
満了日から１年を経過していなくても助成対象としています。

④ 事業所設置後１年以上を必要とする要件を緩和しています
（※この場合の、生産指標の確認は提出があった月の前月と令和元年12月を比べます。）

⑤ 休業規模の要件を緩和します
休業等の延べ日数が対象労働者に係る所定労働日数の１/20（中小企業）、１/15（大企
業）以上となるものであることとしていましたが、これを１/40（中小企業）、１/30（大企業）
以上に緩和します。

休業等の初日が令和２年１月24日以降のものに遡って適用されます。
ただし、① 生産指標の要件緩和については、
緊急対応期間である令和２年４月１日から令和２年６月30日までの休業等に適用されます。
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① 事後提出を可能とし提出期間を延長します

すでに休業を実施し、休業手当を支給している場合でも、令和２年６月30日までは、事後に

提出することが可能です。
（※生産指標の確認は提出があった月の前月と対前年同月比で確認します。）

② 短時間休業の要件を緩和し活用しやすくします
短時間休業については、従来、事業所等の労働者が一斉に休業する必要がありましたが、
事業所内の部門、店舗等施設毎の休業も対象とする等緩和し、活用しやすくします。

③ 残業相殺制度を当面停止します
支給対象となる休業等から時間外労働等の時間を相殺して支給すること（残業相殺）を
当面停止します。

【雇用調整助成金が活用しやすくなります】
休業等の初日が令和２年１月24日以降のものに遡って適用されます。



◆支給までの流れ

【通常時】

【計画届

事後提出時】

支
給
・
不
支
給

事
業
の
縮
小

休労
業使
の間
計協
画定

計
画
届

休業等
実施

休業等
実施

計
画
届

支
給
申
請

判定基礎期間
終了後２か月以内

に申請

１～３判定基礎期間
（１か月単位で１～３か月）
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・従前は訓練日に就労することができませんでしたが、半日訓練後、半日就労すること
を可能とします。
（※半日訓練の場合は、加算額が半額になります。）

・感染防止拡大の観点から、自宅等で行う訓練も助成対象となる訓練とします。
※助成対象となる教育訓練となるか不明な場合には実施前に管轄の労働局等に
お問い合わせください。

【教育訓練の拡充の活用例】

① 立地が独立した部門ごとの短時間一斉休業を可能とします。
(例：客数の落ち込んだ店舗のみの短時間休業、製造ラインごとの短時間休業)

② 常時配置が必要な者を除いて短時間休業を可能とします。
(例：ホテルの施設管理者等を除いた短時間休業)

③ 同じ勤務シフトの労働者が同じ時間帯に行う短時間休業を可能とします。
(例：８時間３交代制を６時間４交代制にして２時間分を短時間休業と扱う)

【短時間休業の要件緩和の活用例】

緊急対応期間

緊急対応期間中の休業は

・助成率UP+上乗せ助成

・教育訓練加算額UP

・対象労働者の拡大

・支給限度日数は別カウント令和2年4月1日 令和2年6月30日



雇用調整助成金の申請書類を簡素化します

（事業主の方へ）

厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク

新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金の特例措置に関す
る申請書類等については、大幅に簡素化し、事業主の申請手続きの負
担軽減と支給事務の迅速化を図ります。

LL020410企02

記載事項を約5割削減73事項→38事項に削減（▲35事項）

• 残業相殺制度を当面停止（残業時間の記載不要に）

• 自動計算機能付き様式の導入により記載事項を大幅に削減

計画届は事後提出可能（～6月30日まで）

添付書類の削減

• 資本額の確認の「履歴事項全部証明書」等を廃止

• 休業協定書の労働者個人ごとの「委任状」を廃止

• 賃金総額の確認のための「確定保険料申告書」を廃止（システムで確認）

記載事項の大幅な簡略化

• 日ごとの休業等の実績は記載不要（合計日数のみで可）

添付書類は既存書類で可に

• 生産指標→「売上」が分かる既存の書類で可

• 出勤簿や給与台帳でなくても、手書きのシフト表や給与明細でも可



厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク

【計画届に必要な書類】（休業の場合）

【支給申請に必要な書類】(休業の場合）

厚生労働省HP

書類名 簡素化内容(記載事項29事項→21事項（▲8事項）)

様式第1号(1)
休業等実施計画(変更)届 ・事後提出(申請時に提出)を可能に(～6/30(火)まで）

様式第1号(2)
雇用調整事業所の事業活動の

状況に関する申出書

・確認書類は「売上」が分かる既存書類のコピーで可に
（売上簿、営業収入簿、会計システムの帳票などで可）

様式第1号(3)
休業・教育訓練計画一覧表 ・作成不要(様式第5号(3)として提出可)

様式1号(4)
雇用調整実施事業所の雇用指
標の状況に関する申出書

・作成不要

確認書類①
休業協定書・教育訓練協定書

・労働者代表選任届に添付を求めていた個別の委任状を
不要に

確認書類②
事業所の状況に関する書類

・既存の労働者及び役員名簿のみで可
・中小企業の人数要件を満たせば、資本額を示す書類は

不要に

書類名 簡素化内容（記載事項44事項→17事項（▲27事項)）

様式第5号(1)
支給申請書

・自動計算機能付き様式とし、記載事項を大幅に削減
・事業所の所在地等の記載は省略可

様式第5号(2)
助成額算定書

・自動計算機能付き様式とし、記載事項を大幅に削減
・残業相殺の停止により、残業時間の記載不要に

様式第5号(3)
休業・教育訓練計画一覧表及
び所定外労働時間等の実施状

況に関する申出書

・日付毎の記載は不要とし、日数合計のみで可
・残業相殺の停止により、残業時間の記載不要に

共通要領様式1号
支給要件確認申立書 ・「はい」「いいえ」を簡易に回答可能な様式に変更

確認書類①
労働保険料に関する書類 ・添付不要

確認書類②
労働・休日及び休業・教育訓

練の実績に関する書類

・出勤簿、タイムカード以外にも、
手書きのシフト表などでも可

・給与台帳以外にも、給与明細の写しなどでも可

LL020410企02



新卒者に対する採用内定の取消しは、学生・生徒とそのご家族に大きな
失望を与えるものであり、できる限り防止することが必要です。
「青少年の雇用の促進等に関する法律」第７条に基づき厚生労働大臣が
定める指針では、事業主の皆さまに対し、以下の努力を求めています。

LL020316 開若 01

採用内定取消しの防止について
～事業主の皆さま、労働局・ハローワークまでご相談ください～

事業主の皆さまへ

１

採用内定の取消しを防止するため、最大限の経営努
力を行う等、あらゆる手段を講じること。
※ 新卒の採用内定者について労働契約が成立したと認められる
場合には、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であ
ると認められない採用内定の取消し（解雇）は無効とされます。

２

やむを得ない事情により、採用内定の取消し、また
は入職時期の繰り下げを行う場合には、対象者の就
職先の確保について最大限の努力を行うとともに、
対象者からの補償等の要求には、誠意を持って対応
すること。

事業主の皆さまの雇用維持の努力を支援するため、雇用調整助成金の
特例を設けました。この特例により、採用したばかりの新規学卒者でも
休業や教育訓練等をさせた場合は助成の対象となります。

３

採用内定の取消しを行う前に、まずは、お近くの
労働局・ハローワークまでご相談ください。

※ また、既に内定取消しを行った場合、労働局・ハローワークへご連

絡いただく必要がありますので、ご連絡をお願いします。

厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク



令和２年４月１日から６月30日までの間に、以下の子どもの世話を保護者として行
うことが必要となった労働者に対し、有給（賃金全額支給）の休暇（労働基準法上
の年次有給休暇を除く）を取得させた事業主についても助成金の対象となります！

① 新型コロナウイルス感染症に関する対応として、ガイドライン等に基づき、臨時休業
等をした小学校等に通う子ども

② 新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校等を休む必要がある子ども

厚生労働省・都道府県労働局

【助成内容】

○ 有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額×１０／１０
具体的には、対象労働者１人につき、対象労働者の日額換算賃金額（※）×有給休暇の日数により算出した合計額を支給します。

※各対象労働者の通常の賃金を日額換算したもの（8,330円を超える場合は8,330円）

【申請期間】
○ 令和２年４月15日頃に支給要領等の公表、申請受付開始の予定です。

＊詳細は裏面をご参照ください

事業主の皆さまへ

新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金
（労働者を雇用する事業主の方向け）＜４月以降分＞

※ 詐欺にご注意ください。国や委託事業者から、助成金の相談について電話等で勧誘することはありません。
また、振込先、口座番号やその他の個人情報を個人の方に電話等で問い合わせることはありません。

①具体的な手続きは追って公表いたします。

②お問い合わせについては、下記のフリーダイヤル（コールセンター）まで

０１２０－６０－３９９９（受付時間：９：00～21：00 ※土日・祝日含む）

事業主の皆様におかれては、本助成金を活用して有給の休暇制度を設けていただき、年休
の有無にかかわらず利用できるようにすることで、保護者が希望に応じて休暇を取得できる環
境を整えていただけるようお願いします。

・小学校、義務教育学校の前期課程、各種学校（幼稚園又は小学校の課程に類する課程を
置くものに限る。）、特別支援学校（全ての部）
★ 障害のある子どもについては、中学校、義務教育学校の後期課程、高等学校、各種
学校（高等学校までの課程に類する課程）等も含む。

・放課後児童クラブ、放課後等デイサービス
・幼稚園、保育所、認定こども園、認可外保育施設、家庭的保育事業等、子どもの一時的
な預かり等を行う事業、障害児の通所支援を行う施設等

○「臨時休業等」とは

○「小学校等」とは

・ 新型コロナウイルス感染症に関する対応として、小学校等が臨時休業した場合、自治体や放課
後児童クラブ、保育所等から利用を控えるよう依頼があった場合が対象となります。
なお、保護者の自主的な判断で休ませた場合は対象外です。（※ただし、学校長が新型コロ

ナウイルスに関連して出席しなくてもよいと認めた場合は、３月以前分についても対象です。）

①新型コロナウイルス感染症に関する対応として臨時休業等をした小学校等に通う子ども



④対象となる有給の休暇の範囲

○土日・祝日に取得した休暇の扱い

「①に該当する子ども」に係る休暇の対象は以下のとおりです。

・学校：学校の元々の休日以外の日（※日曜日や春休みなど元々休みの日は対象外）

・その他の施設（放課後児童クラブ等）：本来施設が利用可能な日

「②に該当する子ども」に係る休暇の対象は以下のとおりです。

・元々の休日にかかわらず、令和2年４月１日から同年６月30日までの間は全ての日が対象

○半日単位の休暇、時間単位の休暇の扱い

・対象となります。

なお、勤務時間短縮は所定労働時間自体の短縮措置であり、休暇とは異なるため対象外とな

ります。

○就業規則等における規定の有無

・休暇制度について就業規則や社内規定の整備を行うことが望ましいですが、就業規則等が

整備されていない場合でも要件に該当する休暇を付与した場合は対象となります。

○年次有給休暇や欠勤、勤務時間短縮を、事後的に特別休暇に振り替えた場合の扱い

・対象になります。（ただし、事後的に特別休暇に振り替えることについて労働者本人に説明し、同

意を得ていただくことが必要です。）

○労働者に対して支払う賃金の額

・年次有給休暇を取得した場合に支払う賃金の額を支払うことが必要です。

（助成金の支給上限である8,330円を超える場合であっても、全額を支払う必要があります。）

令和２年４月10日作成

③対象となる保護者

・親権者、未成年後見人、その他の者（里親、祖父母等）であって、子どもを現に監

護する者が対象となります。

・上記のほか、各事業主が有給休暇の対象とする場合は、子どもの世話を一時的に補

助する親族も含みます。

（ア）新型コロナウイルスに感染した子ども

（イ）新型コロナウィルスに感染したおそれのある子ども(発熱等の風邪症状、濃厚接触者)

（ウ）医療的ケアが日常的に必要な子ども又は新型コロナウイルスに感染した場合に重症

化するリスクの高い基礎疾患等を有する子ども

②新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校等を休む必要がある子ども

※ 学校の場合は、校長が出席を停止し、又は出席しなくてもよいと認めた場合をいいます。



「働き方改革推進支援助成金｣のご案内
新型コロナウイルス感染症対策としてテレワークの新規導入や
特別休暇の規定整備に取り組む中小企業事業主を支援します！

中小企業事業主の皆さまへ

厚生労働省

ご利用の流れ、対象事業主の要件 等については裏面をご確認ください。

新型コロナウイルス感染症対策のための

テレワークコース 職場意識改善特例コース

対象事業主

新型コロナウイルス感染症対策と
してテレワークを新規（※）で導入
する中小企業事業主
※試行的に導入している事業主も対象となります

新型コロナウイルス感染症対策と
して労働者が利用できる特別休暇
の規定を整備する中小企業事業主

助成対象の
取組

・テレワーク用通信機器の導入・
運用

・就業規則・労使協定等の作成・
変更 等

・就業規則等の作成・変更
・労務管理用機器等の導入・更新

等

主な要件

事業実施期間中に
・助成対象の取組を行うこと
・テレワークを実施した労働者が
１人以上いること

事業実施期間中に新型コロナウイル
スの対応として労働者が利用できる
特別休暇の規定を整備すること

助成の対象
となる事業
の実施期間

令和２年２月１７日～５月３１日
計画の事後提出を可能にし、2月17日以降の取組で交付決定より
前のものも助成対象とします。

支給額
補助率：１／２

１企業当たりの上限額：100万円

補助率：３／４
※事業規模30名以下かつ労働能率の増進
に資する設備・機器等の経費が30万
円を超える場合は、４／５を助成

上限額：50万円

「働き方改革推進支援助成金」（※令和２年度より「時間外労働等改善助成金」から名称変更）に新
型コロナウイルス感染症対策を目的とした取組を行う事業主を支援する特例コースを時限的に
設けています。

お問い合わせ先

テレワーク相談センター
https://www.tw-sodan.jp/

電話：０１２０－９１－６４７９
上記のフリーダイヤルがつながらない場合には、以下の番号でも受け付けま

す。（５月３１日まで）
電話：０３－５５７７－４７２４、０３－５５７７－４７３４
ただし、通信料は発信者負担になりますので、ご留意いただきますようお願

いいたします。

所在地：東京都千代田区神田駿河台１‐８‐11
東京ＹＷＣＡ会館３階

新型コロナウイルス感染症対策の

ためのテレワークコース 職場意識改善特例コース

最寄りの
都道府県労働局雇用環境・均等部
又は雇用環境・均等室



「交付申請書」を事業実施計画書などの必要書類とともに、テレワークコース

はテレワーク相談センターに、職場意識改善特例コースは最寄りの都道府県

労働局雇用環境・均等部（室）に提出（締切は５月２９日（金））

1

取組終了後、テレワークコースはテレワーク相談センターに、
職場意識改善特例コースは最寄りの都道府県労働局雇用環境・均等

部（室）に支給申請（締切は７月１５日（水））

3

(R2.4)

交付決定
これから取組を実施する場合は、計画に沿って取組を実施
※要件に合致する場合は、２月17日以降交付決定までの取組も助成対象となります。

2

ご利用の流れ対象となる中小企業事業主

中小企業事業主の範囲
ＡまたはＢの要件を満たす企業が中小企業になります

業種
Ａ. 資本または

出資額
Ｂ. 常時使用する

労働者

小売業
(飲食店を含む) 

5,000万円以下 50人以下

サービス業 5,000万円以下 100人以下

卸売業 １億円以下 100人以下

その他の業種 ３億円以下 300人以下

新型コロナウイルス感染症対策のための テレワークコース の助成内容

テレワークの導入に関して、以下の取組をいずれか１つ以上実施してください。取組に
要した費用を助成します。

□

テレワーク用通信機器(※)の導入・運用
（例）・VPN装置 ・ｗｅｂ会議用機器

・社内のパソコンを遠隔操作するための
機器、ソフトウェア

・保守サポートの導入
・クラウドサービスの導入
・サテライトオフィス等の利用料 など

※ パソコン、タブレット、スマートフォンの
購入費用は対象となりません

□
就業規則・労使協定等の作成・変更
（例）テレワーク勤務に関する規定の整備

□ 労務管理担当者に対する研修

□ 労働者に対する研修、周知・啓発

□
外部専門家（社会保険労務士など）による
コンサルティング

支給対象となる取組

対象経費 助成額

謝金、旅費、借損料、会議費、雑役務費、印刷製本費、
備品費、機械装置等購入費、委託費

対象経費の合計額 × １／２

（100万円が上限）

支給対象となる取組の実施に要した費用のうち、下の「対象経費」に該当するものについて助成します。
支給額

職場意識改善特例コース の助成内容

新型コロナ感染症対策として休暇の取得促進に向け、以下の取組をいずれか１つ以上実
施してください。取組に要した費用を助成します。支給対象となる取組

□ 就業規則等の作成・変更 □
外部専門家（社会保険労務士など）による
コンサルティング

□ 労務管理担当者・労働者に対する研修 □ 人材確保に向けた取り組み

□ 労務管理用機器の導入・更新 □
労働能率の増進に資する設備・機器の導
入・更新（パソコン等の購入費用は対象となりません）

支給要件
令和２年２月１７日～５月３１日にテレワークを新規で導入し、実際に実施した労働者が
１人以上いること

支給要件 令和２年２月１７日～５月３１日に新型コロナウイルスの対応として労働者が利用できる特
別休暇の規定を整備すること

対象経費 助成額

謝金、旅費、借損料、会議費、雑役務費、広告宣伝費、
印刷製本費、備品費、機械装置等購入費、委託費

対象経費の合計額 × ３／４（５０万円が上限）

※事業規模30名以下かつ労働能率の増進に資する設備・機器等の
経費が30万円を超える場合は、４／５を助成

支給額 支給対象となる取組の実施に要した費用のうち、下の「対象経費」に該当するものについて助成します。

労働者災害補償保険の適用中小企業事業主
であること

※同一の措置内容については、２つのコースから助成金の支給を受けることはできません。



「働き方改革推進支援助成金（※1）｣のご案内
（テレワークコース）

中小企業事業主の皆さまへ

社員の育児や介護と仕事の両立を支援したい

社員の通勤負担を軽減したい

ワーク・ライフ・バランスを推進して社員の
やる気をアップさせたい

優秀な人材を確保したい

※１ 令和２年度より、「時間外労働等改善助成金」から名称変更しました。

※2 「労働時間等の設定の改善」とは、各事業場における労働時間、年次有給休暇等に関する事項について労働者

の生活と健康に配慮するとともに、多様な働き方に対応した、より良いものとしていくことをいいます。

テレワークの導入・実施に関して、以下の取組をいずれか１つ以上実施

してください。取組に要した費用を助成します。

厚生労働省・都道府県労働局

労働時間等の設定の改善※２及び仕事と生活の調和の推進のため、

在宅またはサテライトオフィスにおいて就業するテレワークに取り組む
中小企業事業主を支援します！

□

テレワーク用通信機器(※)の導入・運用
（例）・VPN装置 ・ｗｅｂ会議用機器

・社内のパソコンを遠隔操作するための
機器、ソフトウェア

・保守サポートの導入
・クラウドサービスの導入
・サテライトオフィス等の利用料 など

※ パソコン、タブレット、スマートフォンの
購入費用は対象となりません

□ 就業規則・労使協定等の作成・変更
（例）テレワーク勤務に関する規定の整備

□ 労務管理担当者に対する研修

□ 労働者に対する研修、周知・啓発

□
外部専門家（社会保険労務士など）による
導入のためのコンサルティング

テレワーク＝

成果目標の
達成状況

達成 未達成

補助率 ３／４ １／２

1人当たり
の上限額

２０万円 １０万円

１企業当たり
の上限額

１５０万円 １００万円

対象経費 助成額

謝金、旅費、借損料、会議費、雑役務費、印刷製本費、
備品費、機械装置等購入費、委託費

（注） 契約形態が、リース契約、ライセンス契約、サービス利用契約などで
「評価期間」を超える契約の場合は、「評価期間」の間の経費のみが対象

対象経費の合計額 × 補助率

（上記の額を超える場合は上限額※）

※「１人当たりの上限額」×対象労働者数 又は
「１企業当たりの上限額」のいずれか低い方の額

＜支給額の例＞
労働者１００人の企業で、

総務、経理部門５人に１人当たり３０万円の機器を導入する場合

所要額 ３０万円×５人 ＝１５０万円

○成果目標達成の場合 → ２０万円×５人＝１００万円を助成

○成果目標未達成の場合 → １０万円×５人＝５０万円を助成

支給対象となる取組の実施に要した費用のうち、下の「対象経費」に該当するものに

ついて、成果目標の達成状況※に応じて助成します。※成果目標・評価期間は裏面参照。

支給対象となる取組

支給額

※ 成果目標、ご利用の流れ、対象事業主の要件 等については裏面をご確認ください。



「働き方改革推進支援助成金交付申請書」を事業実施計画書などの
必要書類とともに、テレワーク相談センターに提出（締切は12月1日（火））
※ 後日、厚生労働省から交付決定通知書が送付されます

1

事業実施期間終了後、テレワーク相談センターに支給申請（締切は３月１日（月））
※ 厚生労働省から支給されます

3

(R2.4)

上記「成果目標」を達成したかどうかは、事業実施期間（交付決定の日から令和３年２月

15日まで）中の、１か月から６か月の期間で設定する「評価期間※」 で判断します。
※評価期間は申請者が事業実施計画を作成する際に自ら設定します。

本助成金の「支給対象となる取組」を実施するにあたっては、以下の「成果目標」をすべて

達成することを目指してください（達成状況に応じて支給額が変わります）。

交付決定後、提出した計画に沿って取組を実施2

ご利用の流れ

① 評価期間に１回以上、対象労働者全員に、在宅またはサテライトオフィスにおいて就業するテレワークを実施させる

②
評価期間において、対象労働者が在宅またはサテライトオフィスにおいてテレワークを実施した日数の週間平均を、
１日以上とする

③ 所定外労働の削減について、労働者の月間平均所定外労働時間数を前年と比較して５時間以上削減させる

お問い合わせ先

テレワーク 相談 検 索

➊ テレワークを新規で導入する中小企業事業主
※ 試行的に導入している事業主も対象です

対象となる中小企業事業主

中小企業事業主の範囲
ＡまたはＢの要件を満たす企業が中小企業になります

業種
Ａ. 資本または

出資額
Ｂ. 常時使用する

労働者

小売業
(飲食店を含む) 

5,000万円以下 50人以下

サービス業 5,000万円以下 100人以下

卸売業 １億円以下 100人以下

その他の業種 ３億円以下 300人以下

➋ テレワークを継続して活用する中小企業事業主
※ 過去に本助成金を受給した事業主は、対象労働者を２倍に

増加してテレワークに取り組む場合に、２回まで受給が可能です

または

成果目標と評価期間

※ 働き方改革推進支援助成金テレワークコースに関する申請書やお問い合わせなどの受付は、厚生労働省委託事業
テレワーク相談センター事業の受託者である、一般社団法人 日本テレワーク協会により行われています。

https://www.tw-sodan.jp/

成果目標

評価期間

テレワーク相談センター
https://www.tw-sodan.jp/

電話：０１２０－９１－６４７９
上記のフリーダイヤルがつながらない場合には、以下の番号でも受け付けます。（５月３１日まで）
電話：０３－５５７７－４７２４、０３－５５７７－４７３４
ただし、通信料は発信者負担になりますので、ご留意いただきますようお願いいたします。

所在地：東京都千代田区神田駿河台１‐８‐11 東京ＹＷＣＡ会館３階



こう
新型コロナウイルス感染症（COVID-19）対策

～妊娠中の女性労働者などへの配慮について～

※高齢者や基礎疾患（糖尿病、心不全、呼吸器疾患など）を有する方は、重症化するリスクが高いと
考えられていますので、同様に、休みやすい環境の整備などの取組の実施をお願いします。

○発熱時の留意点、企業の方が利用可能な制度などについては、裏面を参考にしてください
○なお、このリーフレットは、令和２年４月10日時点の情報や考え方をもとに作成しています。

状況に変化があった場合は、随時お知らせします。

職場における配慮

パートタイム労働者、派遣労働者、有期契約労働者など、多様な
働き方で働く人も含め、妊娠中の女性労働者に配慮いただき、
例えば次のような取組の実施をお願いします。

企業の皆さまへ

①休みやすい環境の整備
有給の特別休暇制度の導入など

②テレワークや時差通勤の積極的な活用の促進

③従業員の感染の予防のための取組 など

感染が妊娠に与える影響

現時点では、新型コロナウイルスについては不明な点が多いです
が、一般的に、妊婦の方が肺炎にかかった場合には、妊娠してい
ないときに比べて重症化する可能性があります。
さらに、妊娠中の女性労働者は、新型コロナウイルス感染症の感
染がひろがる現状の下で、不安をお持ちだと考えられます。

※このほか、妊娠中の女性労働者については、事業主は以下の措置などを講じる
必要があります。こうした措置などについても引き続き、適切に講じて下さい。

■母性健康管理措置（男女雇用機会均等法）

医師などからの指導事項を守るための勤務時間の変更や勤務軽減などの措置
（通勤緩和、休憩に関する措置、妊娠中の症状などに対応する措置）

■妊婦が請求した場合の時間外労働、休日労働、深夜業の制限など（労働基準法）

☞裏面に続く



発熱などがある場合

発熱、咳などの風邪症状がみられる方には、次のような対応をしてください。

出勤免除の実施やテレワークの指示、外出自粛の勧奨

風邪の症状や3 7 . 5 度以上の発熱が2 日程度続く場合や、あるいは強いだるさ（倦怠感）
や息苦しさ（呼吸困難）がある場合は、早めに帰国者・接触者相談センターに相談すること
を促すこと

2020年4月10日版

※ 厚生労働省から労使団体への要請
厚生労働省から労使団体に対して、新型コロナウイルス感染症に関して、妊娠中の女性労働者への配慮がなされるよう、
労使で十分に話し合い、安心して休暇を取得できる体制を整えていただくことなどを要請しました。
○令和２年３月31日 ○令和２年４月１日

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000617718.pdf https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10656.html

※ 新型コロナウイルス感染症に関して、下記に関する企業の方向けのQ&Aをホームページに掲載しています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html

・風邪の症状がある方、感染が疑われる方への対応
・感染防止に向けた柔軟な働き方（テレワーク、時差通勤）
・雇用調整助成金の特例措置
・労働者を休ませる場合の措置（休業手当、特別休暇など） など

企業の方が利用可能な制度など

＜休みやすい環境の整備＞

■働き方・休み方改善コンサルタント（都道府県労働局雇用環境均等部（室）に配置）

就業規則の定め方など、特別休暇の導入に当たってのご相談を受け付けています。
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000165088.pdf

■働き方改革推進支援助成金（職場意識改善特例コース）
新たに特別休暇の規定を整備した中小企業事業主を支援する助成金制度です。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/syokubaisiki.html

■雇用調整助成金の特例措置の拡大
事業活動の縮小を余儀なくされた事業主を対象とした雇用調整助成金については、
解雇等を行わない場合の休業手当に対する助成率を最大9/10に引き上げています。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

■小学校休業等対応助成金
小学校休業等により子の世話をする保護者に有給の休暇を取得させた企業を
支援する助成金制度です。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html

＜テレワークや時差通勤の積極的な活用の促進＞

■働き方改革推進支援助成金（テレワークコース等）
新たにテレワークを導入した中小企業事業主などを支援する助成金制度です。

（新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース）
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/syokubaisikitelework.html

（テレワークコース）
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/telework_10026.html

■時差通勤・フレックスタイム制
労使の合意で始業、終業時刻を変更できますので、十分に話し合ってください。
フレックスタイム制の詳細や導入に関しては以下のURLをご覧ください。

https://www.mhlw.go.jp/content/000476042.pdf

従業員の感染の予防のための取組

■職場における新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するためのチェックリスト

新型コロナウイルス感染症の大規模な感染拡大を防止するため、チェックリストを
参考として、事業場の実態に即した、実行可能な感染拡大防止対策を検討してください。
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000617721.pdf



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

文部科学省総合教育政策局生涯学習推進課 

 

 

新型コロナウイルス感染症のまん延防止のための出勤者の削減について 

（周知） 

 

 

改正新型インフルエンザ等対策特別措置法第 32 条第１項の規定に基づく緊

急事態宣言（令和２年４月７日付け）の発出に伴い変更された「新型コロナウ

イルス感染症対策の基本方針」においては、新型コロナウイルス感染症のまん

延防止に関して、「接触機会の低減に積極的に取り組めば、事態を収束に向か

わせることが可能であり、以下の対策を進めることにより、最低７割、極力８

割程度の接触機会の低減を目指す」こととされています。 

これに関して、本日、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室から各

府省庁に対して（別添１）、また文部科学省大臣官房人事課長及び総務課長か

ら各局長等に対して（別添２）、所管の事業者等に対し、出勤者７割削減を実

現するため更なる取組の要請を行うよう求める事務連絡が発出されています。 

 ついては、各都道府県等におかれては、所管又は所轄の専修学校及び各種学

校に対して周知をお願いします。 

また、各専修学校及び各種学校におかれては、別添１、別添２の事務連絡及

び別添２に添付された参考資料１の基本的対処方針、参考資料２の厚生労働省

ホームページ等を参考に、出勤者７割削減に向けた取組を実施していただくよ

うお願いいたします。 

 

                  ＜本件担当＞ 
文部科学省総合教育政策局生涯学習推進課 
専修学校教育振興室専修学校第一係 
代表：０３－５２５３－４１１１ 

（内線２９１５） 

事 務 連 絡 

令和２年４月１３日 

各 都 道 府 県 専 修 学 校 各 種 学 校 主 管 課 

各都道府県教育委員会専修学校各種学校主管課 

専 修 学 校 を 置 く 国 立 大 学 法 人 担 当 課 

厚 生 労 働 省 医 政 局 医 療 経 営 支 援 課 

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課 

御中 
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事 務 連 絡 

令和２年４月 13日 

 

各府省庁 各位 

 

内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室 

 

 

出勤者７割削減を実現するための要請について 

 

 

平素より大変、お世話になっております。 

ご承知のとおり、令和２年４月７日付で、改正新型インフルエンザ等対策特別措置法第 32

条第１項の規定に基づき緊急事態宣言が発出されました。同日に変更された新型コロナウイ

ルス感染症対策の基本的対処方針において、「接触機会の提言に徹底的に取り組めば、事態

を収束に向かわれることが可能であり、以下の対策を進めることにより、最低７割、極力８

割程度の接触機会の低減を目指す」こととしています。 

これに関して、各府省におかれては、所管の事業者等に対して、更なる取組みの要請をお

願い致します。 

 

１．全事業者への出勤者削減の追加要請 

具体的には、第 28回新型コロナウイルス感染症対策本部（4月 11日）における総理

のご発言も踏まえ、中小・小規模事業者も含む全ての事業者 に対して、 

 ①オフィスでの仕事は、原則として自宅で行えるようにする。 

 ②どうしても出勤が必要な場合も、ローテーションを組むことなどによって、出勤

者の数を最低７～８割は減らす、 

 ③出勤する者については、時差通勤を行い、社内でも人の距離を十分にとる、 

 ④取引先などの関係者に対しても、出勤者の数を減らすなどの上記の取組みを説明

し、理解・協力を求める 

といった取り組みを、基本的対処方針や参考資料に挙げた厚生労働省 HP等を参考にしつ

つ、実施するよう要請をお願いいたします。 

  

なお、基本的対処方針の別添に挙げている、指定公共機関や指定地方公共機関等の、

「緊急事態宣言時に事業の継続が求められる事業者」については、上記に関わらず、「三

つの密」を避けるため取組みなど十分な感染防止策を講じつつ業務を継続することを優

先した上で、各事業者の業務継続計画等を踏まえて可能な範囲で、出勤者７割削減に取

り組んでいただくよう、周知をお願いいたします。 

yutakasa
テキスト ボックス
別添１
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２．要請実施の報告 

本要請についての、所管の業界への周知状況 を【４月 14日（火）9時 30分まで】に新

型コロナウイス感染症対策推進室までご報告ください。 

また、本要請については、後日、各業界の取組み状況や実績について、追ってご報告を

お願いすることを考えておりますので、その旨、申し添えます。 

 

以上、ご対応のほど、よろしくお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

◎ 新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針（令和２年４月 11日変更） 

 https://corona.go.jp/ 
 

◎ 第 28回新型コロナウイルス感染症対策本部 総理発言（抜粋） 

 https://www.kantei.go.jp/jp/98_abe/actions/202004/11corona.html 
「緊急事態宣言の発出を受けて、国民の皆様には、最低７割、極力８割、人と人との接触

を削減するとの目標の下、在宅での勤務を始め、不要不急の外出を自粛いただくなど、

大変な御協力をいただいておりますことに感謝申し上げます。 

 この緊急事態を１か月で終えるためには、最低７割、極力８割の接触削減を何として

も実現しなければなりません。そのためには、もう一段の国民の皆様の御協力をいただ

くことが不可欠であります。 

 緊急事態宣言の区域内においては、原則、全ての従業員による自宅勤務などを実施し

ている企業が多くあるとの報告を受けています。他方、７割から８割の削減目標との関

係では、いまだ通勤者の減少が十分でない面もあることから、オフィスでの仕事は原則

として、自宅で行えるようにする。どうしても出勤が必要な場合でも、出勤者を最低７

割は減らす。関係省庁は、来週に向けて強い危機感を持って、中小・小規模事業者の皆

さんも含む、全ての事業者の皆さんにこの要請を徹底してください。」 

 

 

  

https://corona.go.jp/
https://www.kantei.go.jp/jp/98_abe/actions/202004/11corona.html
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参考資料１ 基本的対処方針 別添 

 

(別添)緊急事態宣言時に事業の継続が求められる事業者 

 以下事業者等については、「三つの密」を避けるための取組を講じていただきつつ、

事業の継続を求める。 

 

１．医療体制の維持 

・新型コロナウイルス感染症の治療はもちろん、その他の重要疾患への対応もあるた

め、すべての医療関係者の事業継続を要請する。 

・医療関係者には、病院・薬局等のほか、医薬品・医療機器の輸入・製造・販売、献

血を実施する採血業、入院者への食事提供など、患者の治療に必要なすべての物

資・サービスに関わる製造業、サービス業を含む。 

２．支援が必要な方々の保護の継続 

・高齢者、障害者など特に支援が必要な方々の居住や支援に関するすべての関係者

（生活支援関係事業者）の事業継続を要請する。 

・生活支援関係事業者には、介護老人福祉施設、障害者支援施設等の運営関係者のほ

か、施設入所者への食事提供など、高齢者、障害者などが生活する上で必要な物資・

サービスに関わるすべての製造業、サービス業を含む。 

３．国民の安定的な生活の確保 

・自宅等で過ごす国民が、必要最低限の生活を送るために不可欠なサービスを提供す

る関係事業者の事業継続を要請する。 

① インフラ運営関係（電力、ガス、石油・石油化学・ＬＰガス、上下水道、通信・

データセンター等） 

② 飲食料品供給関係（農業・林業・漁業、飲食料品の輸入・製造・加工・流通・ネ

ット通販等） 

③ 生活必需物資供給関係（家庭用品の輸入・製造・加工・流通・ネット通販等） 

④ 食堂、レストラン、喫茶店、宅配・テークアウト、生活必需物資の小売関係（百

貨店・スーパー、コンビニ、ドラッグストア、ホームセンター等） 

⑤ 家庭用品のメンテナンス関係（配管工・電気技師等） 

⑥ 生活必需サービス（ホテル・宿泊、銭湯、理美容、ランドリー、獣医等） 

⑦ ごみ処理関係（廃棄物収集・運搬、処分等） 

⑧ 冠婚葬祭業関係（火葬の実施や遺体の死後処置に係る事業者等） 
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⑨ メディア（テレビ、ラジオ、新聞、ネット関係者等） 

⑩ 個人向けサービス（ネット配信、遠隔教育、ネット環境維持に係る設備・サービ

ス、自家用車等の整備等） 

 

４．社会の安定の維持 

・社会の安定の維持の観点から、緊急事態措置の期間中にも、企業の活動を維持する

ために不可欠なサービスを提供する関係事業者の最低限の事業継続を要請する。 

① 金融サービス（銀行、信金・信組、証券、保険、クレジットカードその他決済サ

ービス等） 

② 物流・運送サービス（鉄道、バス・タクシー・トラック、海運・港湾管理、航空・

空港管理、郵便等） 

③ 国防に必要な製造業・サービス業の維持（航空機、潜水艦等） 

④ 企業活動・治安の維持に必要なサービス（ビルメンテナンス、セキュリティ関係

等） 

⑤ 安全安心に必要な社会基盤（河川や道路などの公物管理、公共工事、廃棄物処理、

個別法に基づく危険物管理等） 

⑥ 行政サービス等（警察、消防、その他行政サービス） 

⑦ 育児サービス（託児所等） 

 

５．その他 

・医療、製造業のうち、設備の特性上、生産停止が困難なもの（高炉や半導体工場な

ど）、医療・支援が必要な人の保護・社会基盤の維持等に不可欠なもの（サプライ

チェーン上の重要物を含む。）を製造しているものについては、感染防止に配慮し

つつ、継続する。また、医療、国民生活・国民経済維持の業務を支援する事業者等

にも、事業継続を要請する。 
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参考資料２ 

 

＜新型コロナウイルス感染症対策専門家会議「新型コロナウイルス感染症対策の状況分

析・提言」（３月１９日）＞ 多くの人が参加する場での感染対策のあり方の例（ｐ．１

９）https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000610566.pdf 

 

（新型コロナウイルスについての相談・受診の目安） 

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000596905.pdf 

（新型コロナウイルスの集団感染を防ぐために） 

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000601720.pdf 

（新型コロナウイルスに関するＱ＆Ａ（企業の方向け）） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/den

gue_fever_qa_00007.html 

（新型コロナウイルス感染症について（厚労省ＨＰ）） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html 

（感染症対策へのご協力をお願いします（チラシ）） 

https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html 

 

＜電話相談窓口について＞ 

○厚生労働省の電話相談窓口 

・電話番号：０１２０－５６５６５３（フリーダイヤル） 

・受付時間：９時００分～２１時００分（土日・祝日も実施） 

・聴覚に障害のある方をはじめ、電話での御相談が難しい方に向けて、FAX（０３－３５

９５－２７５６）でも受付を開始しております。 

 

○都道府県・保健所等による電話相談窓口 

 各都道府県が公表している新型コロナウイルスに関するお知らせや、保健所等による

電話相談窓口については、リンク先にて、随時情報を更新しています。ぜひご確認くだ

さい。 https://www.kantei.go.jp/jp/pages/corona_news.html（首相官邸ＨＰ） 

https://corona.go.jp/action/（内閣官房 HP） 

 

○帰国者・接触者相談窓口一覧 

 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19-

kikokusyasessyokusya.html 

 

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000610566.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000596905.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000601720.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html
https://www.kantei.go.jp/jp/pages/corona_news.html
https://corona.go.jp/action/
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19-kikokusyasessyokusya.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19-kikokusyasessyokusya.html


事 務 連 絡 

令和２年 4 月 13 日 

官 房 各 課 長 

文教施設企画部長 

各 局 長 

スポーツ庁長官  殿 

文 化 庁 長 官 

国立教育政策研究所長 

科学技術・学術政策研究所長 

 

大臣官房人事課長 

大臣官房総務課長 

 

出勤者 7割削減を実現するための要請について 

 

平素より大変、お世話になっております。 

令和２年４月７日付で、改正新型インフルエンザ等対策特別措置法第 32 条第１項の

規定に基づき緊急事態宣言が発出されました。同日に変更された新型コロナウイルス

感染症対策の基本的対処方針において、「接触機会の提言に徹底的に取組めば、事態を

収束に向かわれることが可能であり、以下の対策を進めることにより、最低７割、極

力８割程度の接触機会の低減を目指す」こととしています。 

これに関して、所管の関係機関等に対して、更なる取組の要請をお願い致します。 

 

具体的には、第 28 回新型コロナウイルス感染症対策本部（4月 11 日）における総理

のご発言も踏まえ、全ての関係機関に対して、 

① オフィスでの仕事は、原則として自宅で行えるようにする、 

② どうしても出勤が必要な場合も、ローテーションを組むことなどによって、出勤

者の数を最低７～８割は減らす、 

③ 出勤する者については、時差通勤を行い、職場内でも人の距離を十分にとる、 

④ 取引先などの関係者に対しても、出勤者の数を減らすなどの上記の取組を説明

し、理解・協力を求める 

といった取組を、基本的対処方針や参考資料に挙げた厚生労働省 HP 等を参考にしつ

つ、実施するよう要請をお願いいたします。 

なお、基本的対処方針の別添に挙げている、指定公共機関や指定地方公共機関等

の、「緊急事態宣言時に事業の継続が求められる事業者」については、上記に関わら

ず、「三つの密」を避けるため取組など十分な感染防止策を講じつつ業務を継続するこ

とを優先した上で、各関係機関の業務継続計画等を踏まえて可能な範囲で、出勤者７

割削減に取組んでいただくよう、周知をお願いいたします。 

yutakasa
テキスト ボックス
別添２
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